
2020年5月31日

若洲ヨット訓練所

新型コロナウイルス感染症への対策について（利用団体用）

若洲ヨット訓練所は２０２０年６月１日より再開いたします。

新型コロナウイルス感染防止のため当面の間実施形態等について変更がありますのでご協力のほどおねがいいたします。
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<新型コロナウイルス感染予防に対する取り組み>

”３つの密（密閉・密集・密接）の回避徹底”

＊ご利用前２週間に於いて以下の項目に該当する方はご利用ご遠慮ください。

・発熱・せき等の症状がある。

・味覚・嗅覚の異常がある。

・新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触がある。

・同居家族または身近な知人に感染が疑われる方がいる。

・当分の間、新艇庫会議室の貸出は定員の半分まで（8名）土日の教室スペースは貸出せません
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受付では、飛沫感染防止策としてパネルを設置します。

マスクの着用、手洗い、うがい　の励行

換気・噴霧器での空間除菌の徹底。

・こまめな手洗い・うがいをお願いします。

・受付・ミーティング等は、間隔をあけてお並びください。

・来場時に体温測定・手指消毒をおこないます。（発熱などの症状がある方は、お断りする場合があります。）

・体調確認のため、団体ごとに健康チェックシートに記入をおねがいします。

・自家用車でのご来場を推奨します。

・ロッカーの使用時は、密にならないよう譲り合いましょう

・場内ではマスクの着用をお願いします。

・政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・他地域への渡航・並びに当該居住者との濃厚接触がある。

6月1日以降、事務室への立入は禁止致します。船検など物品受け渡しは受付を通して行います。

・怪我した場合など、洗浄用工業用水を使用しないこと（除菌されていないため）


